
　当組合では、マイナンバーカード交付申請書の送付について総務省からの依頼を受け、組合員及び被扶養者の情
報を印字したマイナンバーカード交付申請書等を、９月上旬に送付します。
　なお、申請等に関しては、所属所担当課にご確認をお願いします。

　ジェネリック医薬品差額通知は、調剤薬局等で処方された新薬から切替え可能なジェネリック医薬品に切替えた
場合に、支払った額がどれくらい減額されるかお知らせするものです。
　自己負担が少なく家計にやさしいジェネリック医薬品への切替えをしませんか。

　組合員及び被扶養者を対象に、「生活習慣病予防セミナー」及び「心の元気力アップセミナー」を開催しました。
　講師に株式会社カイテックの皆川芳弘氏をお迎えし、体重コントロールのための基礎知識や、職場を明るくする
コミュニケーションの取り方などの講演、タオルを使った軽い運動を行いました。
　11 月には高血圧予防のための減塩料理教室を開催しますので、ぜひご参加ください。

　新薬を処方されている組合員及び被扶養者のうち、ジェネリック医薬品に切替えると 1
か月の自己負担額が 300 円以上減額されると見込まれる方。

●具体的な数値（カロリー数など）を知ることができ、
ダイエットの目標が分かり今後に活かせると感じた。

●激しすぎず簡単すぎずちょうどよかった。短時間のう
ちにリラックスできた。

●エゴグラム分析をし、自分自身の対人傾向が分かってよかった。
●全身がスッキリしてよかった。
●眼精疲労に効くストレッチが知れてよかった。

　10 月下旬に通知対象者のご自宅に送付します。

マイナンバーカード交付申請書等を送付します

ジェネリック医薬品差額通知を送付します

健康セミナーを開催しました！

通知対象者

通知方法

セミナーを受講しての感想

ジェネリック医薬品の使用を希望される場合には、
医師や薬剤師にご相談ください。

※この通知は、選択肢の１つとしてご案内するものであり、必ずしもジェネリック医薬品に切替えなければならないものではありません。

7月27日開催7月20日開催 生活習慣病予防セミナー 心の元気力アップセミナー
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